
2.従業員周知1.労使協定 3.同意等の取得 4.給与支払い

労使協定サンプルをDLして
労使協定を締結

「従業員向けチラシ」を使っ
て従業員周知

同意書サンプルに沿って従
業員から同意取得

通常の銀行振込と同様に
PayPay給与受取口座へ送
金
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対応するべき4つのステップ



ステップ1.労使協定締結

「既に締結している労使協定書がある場合は

社労士などに相談しよう」
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ステップ2.従業員周知

「ダウンロードしたチラシを、従業員へ配布しよう」
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ステップ3.同意等の取得

「従業員から同意を取得して給与受取開始しよう」
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ステップ4.給与の支払

あとは従業員から収集したPayPayの宛へ給与を支払で完了

PayPay 50,000円

●● ●●銀行
150,000円

「振込手続きは通常の銀行振込と同様、導入は最短1週間で可能だよ」
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ステップ4.給与の支払



質問 回答

労働基準監督署への届出は必要
ですか？

届出は不要ですが、労使協定書を社内で保管する必要があります。

PayPayを使いたくない社員は
どうなりますか？

希望者のみが対象です。銀行振込との併用も可能です。

労使協定は誰と締結すればい
いですか？

労働組合がある場合はその組合と、ない場合は従業員の過半数代表者と締結します。

従業員の過半数代表者はどのよ
うに選出すればいいですか？

一般的に次の流れで選出します。
会社が「過半数代表者を選出します」と全従業員に案内する。
投票・挙手・話し合いなど、公正な方法で1名を選ぶ。
選出結果を記録（選出日時・方法・投票数など）し、社内に保管する。
注意点：
使用者（会社）が任命することはできません。
代表者は管理職ではない従業員から選ぶのが一般的です。

退職した場合の手続きはどうな
るの？

従業員・事業者ともに給与デジタル払い固有のお手続きは不要となりますのでお気軽にお申し込みくだ
さい。

20万円を超えて振込してよいで
すか？

20万円を上限にお振込みをお願いいたします。
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よくある質問



項目 対応事項 チェック項目

1 労使協定 ☐厚生労働省提供の様式例を参考に給与デジタル払いに関する労使協定書を作
成しましたか
☐労働組合か労働者の過半数代表と労使協定を締結しましたか

2 就業規則(就業規則がある場合） ☐就業規則がある場合は資金移動業者に関する項目やルールを追記しましたか
☐就業規則を改定したら労働基準監督署に変更届を提出しましたか？

3 従業員周知 ☐社内でPayPay給与受取の運用開始について周知しましか
☐周知の例に記載の内容は漏れてないですか

4 同意の取得 ☐希望している従業員から同意書は取得しましたか
☐同意書は厚生労働省提供の様式例を参考に、従業員から給与デジタル払いに
関する必要情報を受付し、社内で管理できてますか

5 給与の支払い ☐従業員からの申請内容はあってますか
※申請時に、従業員が給与受取口座への入金用口座番号の情報を誤ると、給与
の銀行振込が正常に行えません。 業員の皆様へ、情報をご確認のうえ正確に申
請いただくようご案内ください。

PayPay給与受取を開始する前にチェックしましょう！！
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チェックリスト
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